
千葉市児童養護施設等の職員の資質向上のための研修事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 市長は、児童養護施設等の職員の資質向上及び研修指導者の養成を図ること

を目的に、児童養護施設等が行う外部研修に必要な経費について、予算の範囲内に

おいて、千葉市補助金等交付規則（昭和６０年千葉市規則第８号。以下「規則」と

いう。）及びこの要綱に基づき、補助金を交付する。 

（補助事業） 

第２条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、「児童養護

施設等の職員の資質向上のための研修等事業の実施について（平成２５年６月７日

付け雇児発０６０７第７号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）」の別紙１「児

童養護施設等の職員の資質向上のための研修事業実施要綱」の４（１）に規定する

事業とする。 

（補助事業者） 

第３条 補助事業者は、千葉市内において、児童養護施設、乳児院、母子生活支援施

設若しくは児童家庭支援センターを運営する社会福祉法人又は小規模住居型児童養

育事業若しくは児童自立生活援助事業を行う者で、市長が認めるものとする。 

（補助額の算定方法） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費は、別表の補助対象経費の項に掲げる経費と

する。 

２ 補助額は、前項の経費の実支出額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除し

た額とを比較して少ない方の額と、別表の補助基準額の項に定める基準額とを比較

して少ない方の額とする。この場合において、千円未満の端数があるときは、その

端数金額を切り捨てることとする。 

（交付申請） 

第５条 補助事業者は、規則第３条の規定により補助金の交付を申請しようとすると

きは、千葉市児童養護施設等の職員の資質向上のための研修事業補助金交付申請書

（様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

（交付の条件） 

第６条 規則第５条の規定により附する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１）補助事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、市長の承認を受



けること。 

（２）補助事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。 

（３）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合

には、速やかに市長に報告してその指示を受けること。 

（４）補助事業により取得し、又は効用の増加した単価５０万円以上の機械、器具及

びその他財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行

令（昭和３０年政令第２５５号。以下「適化法施行令という。」）第１４条第１項

第２号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認

を受けないで、この補助事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、

担保に供しないこと。 

（５）消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、第９条第１項に

よる実績報告後に消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に

係る仕入控除額が確定した場合には、速やかに市長に対して報告すること。この

場合において、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に返還しなければならない。 

（６）市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収

入の全部又は一部を市に納付させることがあること。 

（７）補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了

後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用

を図ること。 

（８）補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成し、これを補

助事業完了の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受け

た日）の属する年度の終了後１０年間保管すること。ただし、補助事業により取

得し、又は効用の増加した単価５０万円以上の財産がある場合には、当該期間を

経過後、当該財産の処分が完了する日、又は適化法施行令第１４条第１項第２号

の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで

保管しておくこと。 

（９）その他市長が必要と認める事項 

（交付決定通知） 

第７条 規則第６条の規定による通知は、千葉市児童養護施設等の職員の資質向上の

ための研修事業補助金交付決定通知書（様式第２号）によるものとする。 

 



（変更交付の申請等） 

第８条 規則第６条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた補助事業者は、補

助金の変更交付の申請をしようとするときは、千葉市児童養護施設等の職員の資質

向上のための研修事業補助金変更交付申請書（様式第３号）を市長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 市長は、前項の規定による変更交付の申請があったときは、変更の内容を調査し、

補助金の変更交付を決定したときは、千葉市児童養護施設等の職員の資質向上のた

めの研修事業補助金変更交付決定通知書（様式第４号）により、補助事業者に通知

するものとする。 

３ 第６条第２号の規定による承認を受けようとするときは、千葉市児童養護施設等

の職員の資質向上のための研修事業中止（廃止）承認申請書（様式第５号）を市長

に提出しなければならない。 

４ 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を調査し、補助事業の中止

又は廃止を決定したときは、千葉市児童養護施設等の職員の資質向上のための研修

事業中止（廃止）承認通知書（様式第６号）により、補助事業者に通知するものと

する。 

（実績報告） 

第９条 補助事業者は、規則第１２条の規定により補助金の実績報告をしようとする

ときは、千葉市児童養護施設等の職員の資質向上のための研修事業実績報告書（様

式第７号）を別に定める期日までに市長に提出するものとする。 

２ 消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、前項の実績報告を

行うに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明

らかな場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。 

（額の確定通知） 

第１０条 規則第１３条の規定による通知は、千葉市児童養護施設等の職員の資質向

上のための研修事業補助金額確定通知書（様式第８号）によるものとする。 

 （消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う報告） 

第１１条 第６条第５号の規定による報告は、消費税仕入控除額報告書（様式第９号）

によるものとする。 

（交付の請求） 

第１２条 補助事業者は、規則第１６条第１項の規定により補助金の交付を請求しよ



うとするときは、千葉市児童養護施設等の職員の資質向上のための研修事業補助金

交付請求書（様式第１０号）を市長に提出しなければならない。 

２ 補助事業者は、規則第１６条第２項において準用する同条第１項の規定により補

助金の交付を請求しようとするときは、千葉市児童養護施設等の職員の資質向上の

ための研修事業補助金一括(分割)事前交付請求書（様式第１１号）を市長に提出し

なければならない。 

（決定の取消通知） 

第１３条 規則第１７条第３項において準用する規則第６条の規定による通知は、千

葉市児童養護施設等の職員の資質向上のための研修事業補助金交付決定取消通知書

（様式第１２号）によるものとする。 

（返還の命令） 

第１４条 規則第１８条第１項又は第２項の規定による返還命令は、千葉市児童養護

施設等の職員の資質向上のための研修事業補助金返還命令書（様式第１３号）によ

るものとする。 

（届出事項） 

第１５条 補助事業者は、次の各号のいずれかの一に該当するときは、速やかに文書

をもってその旨を市長に届け出なければならない。 

（１）住所又は所在地、氏名又は名称若しくは代表者を変更したとき。 

（２）その他市長が必要と認めたとき。 

（その他） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来局長が別に定め

る。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 



 附 則 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

別表（第４条関係） 

補助対象経費 補助基準額 

児童養護施設等の職員の

資質向上のための外部研

修に必要な経費：賃金（代

替職員雇上げ経費等）、旅

費、需用費（消耗品費、

印刷製本費）、役務費（通

信運搬費、広告料）、委託

料、備品購入費 等 

当該年度の国庫補助基準額（児童虐待防止対策等総合

支援事業費の国庫補助について（令和５年１０月２７日

こ支虐第１７０号こども家庭庁長官通知）の別紙「児童

虐待防止対策等総合支援事業費 国庫補助金交付要綱」

４の別表の第２欄「児童養護施設等の職員の資質向上の

ための研修等事業」の項第３欄「１ 児童養護施設等の

職員の資質向上のための研修事業（１）短期研修（送り

出し施設）」に規定する額） 

 


